
地域公共交通における感染拡大防止対策

地域の生活や経済活動を支えるために機能の確保が求められている公共交通について、地域公共
交通事業者が十分な感染拡大防止対策を講じることができるよう、駅・車両等の衛生対策や、車内等
の密度を上げないよう配慮した運行等の実証事業を支援。

〇車両・船舶・航空機における抗菌・抗ウイルス対策
〇熱感知カメラ等の設置
〇バス運転席仕切りカーテン隔壁の設置
〇混雑時の移動（密な移動）回避を目的としたリアルタイム情
報を提供するシステム導入

〇必要な感染症対策を行ったうえで、車内等の密度を上げな
いよう配慮した実証運行

〇駅・ターミナルの衛生対策 等

〇鉄軌道事業者（地域鉄道）
〇バス事業者（地域バス）
〇旅客船事業者（定期航路（生活航路））
〇航空運送事業者（特定本邦航空運送事業者を除く。）

〇１／２等
車両の混雑具合を提供するシ
ステムの導入（カナダ・transit）

補助対象経費

補助対象事業者

補助率

バス運転席仕切りカーテン

熱感知カメラ設置による感染者
の公共交通利用自粛励行

車内の抗菌・抗ウイルス対策
ターミナル等の衛生対策

【令和２年度２次補正予算：13,805百万円】

資料３


